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電気⾃動⾞等の運⾏管理およびデータ取得業務（⾞両運⾏関係）委託契約 
 
GO 株式会社（以下「GO」という）および受託者は、GO が受託者に対して、タクシー領
域における電気⾃動⾞の運⾏管理およびエネルギーマネジメントシステム構築プロジェク
トに係るデータ取得業務（⾞両運⾏関係）を委託することに関し、以下の契約条件に同意
し、本契約を締結する。 
 

GO 

東京都港区⿇布台⼀丁⽬ 3 番 1 号 
⿇布台ヒルズ森 JP タワー23 階 
GO 株式会社 
代表取締役社⻑ 中島 宏 

受託者 

 
住所：       
 
会社名：       
 
営業所名：     
 
代表者名：  
     

契約締結⽇  
 

契約期間 

データ取得に⽤いる⾞両の⾞両登録⽇から本件業務の対象となるリース契約
の満了⽇または 2027 年 3 ⽉ 31 ⽇のいずれか早い⽇まで。ただし、本研究開
発のため必要と GO が判断した場合、GO が指定する契約期間に更新されるも
のとする。 

業務委託料 
１台あたりの⽉額 ⽉額⾦       円（税別）／台 
台数    台 
⽉額合計 ⽉額⾦       円（税別） 
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契約条件 
 
第1条 （⽬的） 

本契約は、国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」と
いう)が執⾏を担うグリーンイノベーション基⾦に基づいて実施される「スマートモビ
リティ社会の構築」プロジェクトへ参加し、同基⾦の助成を受けて、タクシー領域に
おいて電気⾃動⾞（以下「EV」という）等を運⽤し、運⾏・⾞両・エネルギー利⽤に
関するデータを継続的に取得するとともに、当該データや外部データ等を活⽤し、EV
について運⾏管理と⼀体的にエネルギーマネジメントを⾏うシステムを構築するため
の研究開発（以下「本研究開発」という）を⾏うことを⽬的とする。 

 
第2条 （本件業務の委託） 

1. GO はエネルギーマネジメントシステム構築プロジェクトに係るデータのうち⾞
両（EV および受託者が現にタクシー事業（道路運送法第 3 条第 1 項第⼀号ハに定
める⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業をいう。以下同じ。）で運⽤している⾞両のう
ち GO が指定する⾞両をいう（以下「EV 等」という）)の運⾏に関するデータ
（以下「運⾏データ」という）の取得および当該運⾏データ取得に必要な EV 等
の運⾏管理（以下、総称して「本件業務」という）を受託者に委託し、受託者は
これを受託する。 

2. 運⾏データの項⽬、仕様等の詳細は、別紙 1 に定めるものとする。 
3. 受託者は、本件業務の遂⾏および本件業務において利⽤する財産等について、善
良な管理者の注意を持って管理し、本契約の⽬的に従ってその効率的運⽤を図ら
なければならない。 

4. 受託者は、本件業務の全部を第三者（受託者の⼦会社（会社法第 2 条第 3 項に規
定する⼦会社をいう）を含む）に委託してはならない。受託者が本件業務の⼀部
を第三者に委託する場合には、事前に GO と協議しその承諾を得るものとする。 

5. 本契約に定めのない本件業務の詳細については、GO および受託者が協議のうえ
決定するものとする。 
 

第3条 （本件業務の内容） 
受託者は、以下の条件に従い本件業務を実施するものとする。 
（1） EV をタクシー事業において運⽤すること 
（2） EV を以下の条件を満たすリースにより調達すること。ただし、2 社以上のリー

ス会社から⾒積りを取得し、⽉額リース料（税⾦、保険料およびオプション料
⾦を除く。以下同じ。）が最も低いリース会社から調達し、これを証する書類
を GO に提出するものとする。 
① ⾞種：⽇産リーフ、⽇産アリア、トヨタ bZ4X、Tesla Model3、Tesla Model 

Y、Hyundai IONIQ5、⽇産 サクラ 
② リース期間：3 年 
③ リース会社：別紙 2 に定めるリース会社 
④ 残存価額清算：クローズドエンド⽅式 
⑤ 国内において初度登録または検査される前の⾃動⾞であること 

（3） GO と別途契約を締結することにより GO が提供するタクシーアプリサービス等
を受託者の費⽤負担において利⽤し、EV 等の運⾏データを提供すること 
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（4） GO が業務遂⾏状況および EV 等の運⾏状況の確認を⾏えるように GO が指定す
るドライブレコーダーおよびシステム等を受託者の費⽤負担において利⽤する
こと 

（5） 運⾏データを取得するため、以下に定める事項を遵守すること 
① 調達した EV について、EV の仕様、台数、取得年⽉⽇、⾦額、耐⽤年数、

保管場所を⼀覧にまとめて管理すること 
② 通常運⾏に近いデータ取得を実現するため、EV 等の運⾏中は常時 GO が提

供するタクシーアプリサービス等にログインすること 
③ データ取得のために GO が別途指定する機器を EV 等に設置すること 
④ 本業務に使⽤されている⾞両であることを⽰すステッカー等を GO が配布

した場合、GO が指定する位置に EV に貼付すること 
（6） 本契約に基づき取得した EV の運⾏データと当該 EV の充電に関するデータを紐

づけて本研究開発に利⽤するため、GO と「電気⾃動⾞の運⾏管理およびデータ
取得業務（⾞両充電関係）委託契約」を締結することにより当該契約に定める
事項に従い、本契約に基づき調達した EV の充電に関するデータを GO に提供す
ること 

（7） NEDO からの要請に応じ、GO から追加で運⾏データ等の提供を求める場合に
はこれに対応すること 

（8） 本契約に基づき調達した EV の⼀部または全てについて、本件業務の実施に必要
な条件を満たすことが困難なおそれがある場合には、受託者はすみやかに GO
に報告しなければならない 

 
第4条 （業務委託料） 

1. 本件業務の業務委託料は第 3 条第 2 号に基づき取得した⾒積書に記載の⽉額リー
ス料に基づき別紙 3 に定める⽅法により算出した表紙記載の⾦額とする。ただし、
本契約に基づき調達した EV の⼀部または全てについて、本件業務の実施に必要
な条件を満たさない場合またはそのおそれがあると GO が判断した場合には、当
該 EV の⽉額リース料に基づき別紙３に定める⽅法により算出した⾦額は⽀払わ
れないものとする。 

2. GO は、業務委託料につき、四半期（各年 2 ⽉、5 ⽉、8 ⽉、11 ⽉）末⽇を締⽇と
し、翌⽉末⽇までに、受託者が別途指定する⾦融機関の⼝座へ GO の⼿数料負担
で送⾦することにより⽀払う。 

3. 前項の規定にかかわらず、GO は本契約の契約満了⽉に係る業務委託料を前四半
期の⽀払と合わせて⽀払うことができるものとする。ただし、⽀払済の業務委託
料が実際の業務委託料に差分がある場合、受託者はただちに差分の⾦額を GO に
返⾦するものとする。 

4. 受託者が本契約に基づき調達した EV のバッテリーの交換に必要な費⽤を負担し
た場合で、当該 EV の航続距離が本件データ取得を実現するために必要な⽔準と
して GO が認める⽔準を下回っている場合には、GO は前項の業務委託料に当該
費⽤相当額を付加して⽀払うものとする。このとき、GO は別紙 4 の書式にて受
託者に対し変更後の業務委託料を通知する。 

5. GO は必要に応じて、バッテリー交換費⽤の⾒積書または前項で定める費⽤につ
き、本件データ取得実現に必要な費⽤であると GO が認めるために必要な資料の
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提出を受託者に求めることができる。 
6. GO は、GO の受託者に対する⾦銭債務と、受託者が GO に対して負担する⼀切の

⾦銭債務とを、弁済期の到来の有無にかかわらず、対当額で相殺することができ
るものとする。 

7. 業務委託料の⽀払い後であっても、運⾏データにつき、本件業務の実施に必要な
条件を満たさない場合またはそのおそれがあると GO が判断した場合、GO は、
受託者に対して過去の業務委託料の返還を請求することができる。またこの場合、
GO は前項に基づき相殺することもできるものとする。 

 
第5条 （創作物の取扱い等） 

1. 本件業務の遂⾏の過程により⽣じたもの（以下「本件物」という）に係る著作権
（著作権法第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む）、知的財産権（特許を
受ける権利、実⽤新案登録を受ける権利および意匠登録を受ける権利を含む）そ
の他の法律上の権利は、その発⽣と同時に、受託者から GO に移転する。 

2. 受託者は、前項に基づき GO に同項の権利が移転するよう、必要な措置を講ずる。 
3. 受託者は、第 1 項の権利について出願⼿続き、移転登録⼿続きその他必要な⼿続
きを⾏う必要があるときは、GO に協⼒する。 

4. 受託者は、⾃らまたは第三者（再委託先を含むが、これに限られない。以下本条
において同じ。）をして、本件物について著作者⼈格権を主張し、⾏使しない。 

5. GO および受託者は、前四項に基づく権利の移転、協⼒および権利の不⾏使の対
価が業務委託料に含まれていることを相互に確認する。 

6. 受託者は、理由の如何を問わず、⾃らまたは第三者をして、本契約を履⾏する過
程で知り得た GO の情報、資料、データ、図形等を⽤いて、商標登録出願をして
はならない。 
 

第6条 （保証） 
1. 受託者は GO に対し、次の各号に掲げる事項について保証する。 

(1) 本契約を締結し、履⾏する権利および権原を有すること 
(2) 本件業務を遂⾏するにあたって適⽤される法令、慣習、ガイドライン等を遵
守すること 

(3) GO が本契約を通じて受託者または再委託先の従業員の個⼈情報を取得する
場合、当該個⼈情報が本研究開発のために利⽤されることについて当該個⼈
から承諾を得ていること 

2. 前項の規定にかかわらず、前項各号の保証内容に違反したとして、第三者から異
議、クレーム、訴訟等の訴えまたは⾏政機関から指導、処分があった場合、受託
者は、⾃⼰の責任を負担により、当該訴訟等を処理および解決するものとし、GO
に何らの迷惑および損害を及ぼさない。この場合に GO が損害を被ったときは、
受託者は GO に対し、当該損害（謝罪広告に要した費⽤および合理的な弁護⼠費
⽤を含む）を賠償する。 

 
第7条 （業務遂⾏状況の確認） 

1. GO は、受託者による本件業務の遂⾏状況、その他本契約の履⾏状況に不備があ
るおそれが認められた場合には、GO は本契約の全部または⼀部につき、何らの
責を負うことなく、その債務の履⾏を停⽌することができる。 
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2. 前項の場合、GO は事前に受託者に通知のうえ、受託者または再委託先の営業所、
事務所、および⼯場を訪問する等の⽅法により本件業務の遂⾏状況を確認しなけ
ればならない。 

3. 前項の確認の結果、GO が是正を求めた場合、または GO が指⽰をした場合、受
託者は、合理的な理由がある場合を除き、当該是正に応じ、または当該指⽰に従
う。 

4. 受託者が前項の指⽰に従わない場合、GO は本契約の全部または⼀部につき、何
らの責任を負うことなく、その債務の履⾏を停⽌し、または解除することができ
る。 

5. 前項により本契約が解除された場合、GO は未履⾏分の業務委託料の⽀払いを要
さないものとし、受託者は未履⾏分に相当する受領済みの業務委託料をただちに
GO に返還するものとする。 

 
第8条 （秘密保持） 

1. 受託者および GO は、本契約の内容ならびに相⼿⽅（以下秘密情報を開⽰した当
事者を「開⽰者」という）から開⽰されまたは相⼿⽅の事業所内で知りえた営業
上、技術上その他の情報（以下「秘密情報」という）を、善良な管理者の注意を
もって、管理および保管するものとし、事前に開⽰者の書⾯による承諾を得た場
合を除き、第三者に開⽰、漏洩し、または、本契約を履⾏する以外の⽬的に使⽤、
流⽤してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報（個⼈情報を除く）は、秘
密情報に含まれない。 
(1) 開⽰者から開⽰を受けた時点で、すでに公知になっているもの 
(2) 開⽰者から開⽰を受けた時点で、すでに開⽰を受けた当事者（以下「受領者」

という）が所有していたことを証明できるもの 
(3) 開⽰者から開⽰を受けた後に、受領者の責によらずに公知となったもの 
(4) 受領者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく取

得したもの 
(5) 秘密情報によらずに、独⾃に開発または知得したことを証明できるもの 

2. 本件業務が完了した場合、本契約が終了した場合、または開⽰者から返却の求め
があった場合、受領者は、秘密情報（複製物がある場合には、これを含む）を開
⽰者に返却し、または破棄および消去（秘密情報がデジタルデータの場合には、
当該データが格納された記録媒体からの消去を含む）する。秘密情報を破棄およ
び消去した場合、開⽰者の求めに応じて、消去および破棄したことを証する書⾯
を交付する。 

3. 本条の規定にかかわらず、受託者および GO は、⾃⼰の弁護⼠、公認会計⼠、税
理⼠その他法律上守秘義務を負う第三者に対して秘密情報を開⽰することができ
る。ただし、第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させるも
のとし、当該第三者による秘密情報の取り扱いについて相⼿⽅に対し⼀切の責任
を負う。 

 
第9条 （個⼈情報の取扱い） 

受託者は、本件業務の遂⾏の過程で個⼈情報を知り得たときは、本契約別紙 5 に定め
る規程に従う。 
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第10条 （有効期間等） 
1. 本契約の有効期間は、データ取得に⽤いる⾞両の⾞両登録⽇から本件業務の対象

となるリース契約の満了⽇または 2027 年 3 ⽉ 31 ⽇のいずれか早い⽇までとする。 
2. GO は、運⾏データの継続的な取得その他の理由により本研究開発のために必要

と判断した場合、本契約の有効期間満了⽇の翌⽇までに別紙 6 の書式にて受託者
に通知することにより当該通知に定める業務委託料および有効期間により本契約
を更新することができる。ただし、業務委託料は当該通知に記載の有効期間につ
いて第 3 条第 2 項に基づき取得した⾒積書に記載の⽉額リース料に基づき別紙 3
に定める⽅法により算出した⾦額とする。 

3. 前⼆項の規定にかかわらず、GO は、1 か⽉前までに書⾯により通知することによ
り、本契約を解約することができる。 

4. 原因の如何を問わず本契約が終了した場合といえども、第 4 条（業務委託料）第
7 項、第 5 条（創作物の取扱い等）、第 6 条（保証）、第 8 条（秘密保持）、第 9
条（個⼈情報の取扱い）、第 11 条（解除）第 2 項、第 12 条（損害賠償）、第 13
条（反社会的勢⼒の排除）第 6 項、第 15 条（権利義務の譲渡禁⽌）、第 16 条
（準拠法）、第 17 条（協議）および第 18 条（管轄合意）の規定は、なお有効に
存続する。 

 
第11条 （解除） 

1. GO または受託者は、相⼿⽅が次の各号の⼀に該当した場合、何らの通知催告を
要することなく、本契約の全部または⼀部につき、何らの責任を負うことなく、
その債務の履⾏を停⽌し、または解除することができる。 
(1) 本契約の⼀に違反し、相当な期間を指定して当該違反を是正するよう催告さ

れたにもかかわらず、当該期間内に是正しなかったとき 
(2) 仮差押え、仮処分、差押え、または競売の申⽴てを受けたとき 
(3) 破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、特別清算、特定調停

の申⽴てがあったとき、または解散、清算もしくは私的整理の⼿続きに⼊っ
たとき 

(4) ⽀払いを停⽌したとき、または電⼦交換所もしくは銀⾏の取引停⽌処分を受
けたとき 

(5) ⼿形もしくは⼩切⼿の不渡り、電⼦記録債権の⽀払不能が 1 回でも発⽣した
とき 

(6) 事業の全部の譲渡、または重要な事業の廃⽌を決議したとき 
(7) 監督官庁から、営業停⽌または許可の取消しを受けたとき 
(8) ⺠法第 542 条第 1 項各号または同条第 2 項各号の⼀に該当したとき 
(9) 前各号に準ずる事由が⽣じ、本契約を継続することが困難であると判断した

とき 
2. 前項の解除権の⾏使は、解除権を⾏使した当事者の相⼿⽅に対する損害賠償請求

を妨げない。 
 
第12条 （損害賠償） 

GO および受託者は、本契約の履⾏の過程で、⾃⼰の責に帰すべき事由により相⼿⽅
に損害を与えた場合、当該損害（合理的な弁護⼠費⽤を含む）を賠償する義務を負う。 
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第13条 （反社会的勢⼒の排除） 
1. GO および受託者は、⾃ら（取締役、監査役等の役員を含む。以下同じ。）が反

社会的勢⼒（暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者をいう。
以下同じ。）でないことおよびなかったことならびに、反社会的勢⼒と以下の各
号の⼀にでも該当する関係がないことおよびなかったことを保証する。 
(1) 反社会的勢⼒が経営に⽀配的な影響⼒を有すること 
(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること 
(3) ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加

える⽬的をもって、不当に反社会的勢⼒を利⽤すること 
(4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を

していること 
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的

に⾮難されるべき関係を有すること 
2. GO および受託者は、⾃⼰または第三者を利⽤して以下各号の⾏為を⾏ってはな

らない。 
(1) 暴⼒的な要求⾏為 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為 
(4) ⾵説を流布、偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を棄損し、または相⼿⽅

の業務を妨害する⾏為 
(5) その他前各号に準ずる⾏為 

3. GO および受託者は、⾃⼰の下請または再委託先業者（下請または再委託契約が
数次にわたるときにはその全てを含む。以下同じ。）が第 1 項に定める反社会的
勢⼒でないことおよびなかったことならびに同項各号の関係を有しないことおよ
び有していなかったことを保証し、また、第 2 項各号に該当する⾏為を⾏わない
ことを保証する。 

4. GO および受託者は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが、本
契約締結後に判明した場合、ただちに違反した下請または再委託先業者との契約
を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならない。 

5. GO および受託者は、前四項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判
断した場合、相⼿⽅に対し調査に協⼒するよう求めることができるものとする。
相⼿⽅は、これに応じて必要な資料を提出しなければならない。 

6. GO および受託者は、相⼿⽅が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の⼿続を
要せず、ただちに相⼿⽅との間にて締結された本契約を含む全ての契約を解除す
ることができる。この場合、契約の解除を⾏った GO または受託者は、相⼿⽅に
損害が⽣じても何らこれを賠償または補償することを要しないものする。 

 
第14条 （契約内容の修正または変更） 

本契約の修正または変更は、GO および受託者の記名押印もしくは署名捺印ある書⾯、
または電⼦署名を施した電磁的記録による合意がなければ、その効⼒を⽣じない。 

 
第15条 （権利義務の譲渡禁⽌） 

受託者は、事前に GO の書⾯による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位ならびに
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本契約から⽣ずる権利および義務の全部または⼀部を第三者に譲渡し、承継させ、ま
たは担保に供してはならない。 

 
第16条 （準拠法） 

本契約は、⽇本国法に従って解釈され、⽇本国法に従って履⾏される。 
 
第17条 （協議） 

本契約に定めなき事項および各条項につき疑義が⽣じた場合には、GO および受託者
は、誠意をもって協議し、その解決を図る。 

 
第18条 （管轄合意） 

本契約に起因して紛争が⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判
所とする。 
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【別紙 1】 GO に提供するデータの内容 
 

⾞両・⾛⾏データ 項⽬ 単位 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 提供分類 
出⼒情報 時刻 年、⽉、⽇、

時、分、秒 
0.1秒 A-1 

エンジン 出⼒演算に必要な情報  0.1秒 B-3 
燃料消費量 mL/秒 0.1秒 B-3 

発電機・
燃料電池 

出⼒ kW 0.1秒 A-2 
燃料消費量 mL/秒、g/秒 0.1秒 A-2 

電動機 出⼒ kW 0.1秒 A-2 
⼊⼒電⼒ kW 0.1秒 A-2 

蓄電池 ⼊出⼒電流 A 0.1秒 A-2 
端⼦間電圧 V 0.1秒 A-2 
代表温度 ℃ 0.1秒 A-2 
SOH % 0.1秒 A-2 
SOC % 0.1秒 A-2 

エネルギー情報 時刻 年、⽉、⽇、
時、分、秒 

0.1秒 A-1 

航続距離 Km 0.1秒 A-2 
電費 Wh/km 0.1秒 C-2 
燃費 Km/L 0.1秒 C-3 
12V/24V系消費電⼒ kW 0.1秒 C-2 

運⾏軌跡 GPS経度緯度 度、度 0.5秒 A-1 
GPS標⾼ m 0.5秒 C-1 
GPS時刻 年、⽉、⽇ 

時、分、秒 
0.5秒 A-1 

⾛⾏状態 速度 km/h 0.1秒 A-1 
⾛⾏距離 
（TRIP/ODO） 

km 0.1秒 A-1 

外気温、⾞内温度 ℃ 0.1秒 B-1 
ETC⼊退場時刻 年、⽉、⽇ 

時、分、秒 
イベント
時 

C-1 

⾞両基本情報 ID毎の⾞両諸元   A-1 
運⾏情報 出発地・⽬的地 位置 度、度 イベント

時 
C-1 

出発地・⽬的地 時刻 年、⽉、⽇ 
時、分、秒 

イベント
時 

C-1 

乗客・降⾞タイミング 年、⽉、⽇ 
時、分、秒 

イベント
時 

B-1 

配⾞回数 回/⽇ ⽇ B-1 
 
 
※提供分類について 
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A: 必須で提供（原則、全契約期間） 
B: 必須だが、期間については NEDO との協議等を踏まえ、別途定める。 
C: NEDO との協議等を踏まえ、必要な項⽬・期間を別途定める。 
 
1: EV および既存⾞両の双⽅を対象とする。 
2: EV のみ対象とする。 
3: 既存⾞両のみ対象とする。 
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【別紙 2】指定リース会社⼀覧 
 
GO 株式会社 

東洋カーマックス株式会社 

昭和リース株式会社 
NX・TC リース＆ファイナンス株式会社 
（※東京、神奈川、千葉、埼⽟エリアのみ対応可能） 
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【別紙 3】業務委託費の算出⽅法 
 
本件業務の業務委託料は、⾞両ごとに以下のうち最も低い⾦額を算出し、その合計とする。 
 
(1) 第 3 条第 2 号に基づき取得した⾒積書に記載の⽉額リース料のうち最も低い⾦額に対

し、本契約の有効期間ごとに以下に定める負担割合を掛けた⾦額。 
 

本契約の有効期間 負担割合 
2022 年 4 ⽉〜2027 年 3 ⽉ 2/3 
2027 年 4 ⽉〜2029 年 3 ⽉ 1/2 
2029 年 4 ⽉〜2031 年 3 ⽉ 1/3 

2031 年 4 ⽉ 0 
 
(2) 本契約の有効期間ごとに以下に定める⾦額。 
 

本契約の有効期間 上限⾦額 
2022 年 4 ⽉〜2027 年 3 ⽉ ⾦ 111,111 円 
2027 年 4 ⽉〜2029 年 3 ⽉ ⾦ 83,333 円 
2029 年 4 ⽉〜2031 年 3 ⽉ ⾦ 55,555 円 

2031 年 4 ⽉以降 ⾦ 0 円 
 
(3) ⾞種ごとに第 3 条第 2 号に基づき取得した⾒積書に記載の⽉額リース料のうち最も低

い⾦額と⾞両の諸元や装備等が同等な既存の⾮電動⾞として GO が別途定める⾞種を
リース期間 3 年のリースにて調達する場合の⽉額リース料として GO が別途定める⾦
額の差額。 
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【別紙 4】 
20●●年●●⽉●●⽇ 

株式会社●●御中 
 

東京都港区⿇布台⼀丁⽬ 3 番 1 号 
⿇布台ヒルズ森 JP タワー23 階 
GO 株式会社 
代表取締役社⻑ 中島 宏 

 
 

通知書 
 
 
20●●年●⽉●⽇付「電気⾃動⾞の運⾏管理およびデータ取得業務（⾞両運⾏関係）委託契
約」第 4 条に定める業務委託料として、下記⽉の⽀払に限り、受託者が負担した EV のバ
ッテリーの交換に必要な費⽤を考慮して、下記の⾦額に変更します。 
 
 

記 
20●●年●⽉限り  ⽉額●●円（税別）／台 

台数 ●台 
⽉額●●円（税別） 

以上 
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【別紙 5】個⼈情報の取扱いに関する規程 
 
第1条 （⽬的） 

本規程は、本件業務の委託にあたって GO が受託者に開⽰または提供する個⼈情報、
および受託者が収集する個⼈情報の適切な保護を⽬的として､受託者における個⼈情
報の取扱条件を定めるものである。 

 
第2条 （管理部署および管理者） 

1. 受託者は、本契約の締結後遅滞なく、個⼈情報の管理部署、管理責任者の役職および
⽒名ならびに管理責任者の連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）を GO に通知
しなければならない。 

2. 受託者が前項の管理部署および管理責任者等を変更しようとするときは、受託者は、
事前にその内容を GO に通知しなければならない。 

3. 受託者は、受託者が指名した個⼈情報管理責任者に、本契約および個⼈情報の保護に
関する法律その他の関係諸法令等（基本⽅針、指針、ガイドライン等を含み、以下
「個⼈情報関係諸法令」という）に沿って個⼈情報が取り扱われるよう管理、指揮、
および監督をさせる。 

4. 受託者は、受託者が本件業務を第 8 条の規定により第三者に再委託する場合、受託者
が指名した個⼈情報管理責任者に、本規程の趣旨に沿って再委託先が個⼈情報を取り
扱うよう管理、指揮、および監督をさせる。 

 
第3条 （個⼈情報の収集） 

受託者は、本件業務の遂⾏のため個⼈情報を収集するときは、個⼈情報関係諸法令等
に定められた義務および GO の指⽰に従い、適切かつ公正な⼿段により収集する。 

 
第4条 （個⼈情報の保護） 

1. 受託者は､個⼈情報を秘密に保持し、GO の事前の書⾯による承諾を得た場合を除き、
第三者に開⽰または提供してはならない。 

2. 受託者は、本件業務の遂⾏に必要な範囲でのみ個⼈情報を利⽤し、これ以外の⽬的で
利⽤、加⼯または盗⽤してはならない。 

3. 受託者は、個⼈情報を厳に秘密として保持し、第三者に開⽰または漏洩してはならず、
また GO の事前の承諾なく複写または複製してはならない。 

4. 受託者は、本件業務に従事する従業員のうち本件業務の遂⾏に必要な従業員以外の者
に、個⼈情報を取り扱わせてはならない。 

5. 受託者は、本件業務に従事する従業員のうち個⼈情報を取り扱う従業員に対し、その
在職中およびその退職後においても、個⼈情報を秘密に保持するよう義務づける。 

6. 受託者は、個⼈情報を取り扱う際には、個⼈情報関係諸法令等に定められた義務を遵
守するものとし、⾃⼰の負担で必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

7. 受託者は、個⼈情報の取扱いにおいて事故が発⽣した場合、またはそのおそれが⽣じ
た場合、遅滞なく GO に連絡する。また、受託者は、⾃⼰の負担で事実確認および原
因究明を⾏い、これを GO に報告するとともに、適切な再発防⽌策を講じ、GO の承
認を得るものとする。 

8. 受託者は、GO が要請したときはいつでも、個⼈情報をただちに訂正、追加、または
削除または利⽤停⽌できるようにしなければならない。 
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第5条 （個⼈情報の管理） 

1. 受託者は､個⼈情報を取り扱うにあたり、個⼈情報に対する不正アクセスおよび個⼈
情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等のリスクに対し、合理的な安全対策措置を講じなけ
ればならない。 

2. 受託者は、本件業務に従事する従業員のうち、個⼈情報を閲覧することができる者
（以下｢アクセス権者｣という）を指名のうえ記録し、GO の求めに応じて、いつでも
その⽒名およびその閲覧状況を報告できる状態とするとともに、アクセス権者以外の
者に個⼈情報を閲覧させないものとする。 

3. 受託者は、GO の指⽰に従い、個⼈情報を正確かつ最新の状態で保管する。 
4. 前三項に関して GO が別途に管理⽅法を指⽰するときは、受託者は、これに従わなけ

ればならない。 
5. GO は、受託者に事前に通知のうえ、受託者の事業所に⽴⼊り、受託者における本規
程内容の遵守状況および個⼈情報の管理状況を監査することができる。また、GO は、
個⼈情報の安全管理状況について、受託者に書⾯による報告を求めることができ、受
託者は、これに応じる。 

6. GO は、前項の監査または報告その他によって、さらに必要があると判断したときは
いつでも、その安全管理状況に関し調査を⾏い、報告を求め、必要かつ適切な措置を
講ずるよう受託者に請求することができる。この場合、受託者は、これに従わなけれ
ばならない。 

 
第6条 （返還等） 

1. 受託者は、GO から要請があったときまたは本件業務が終了したときのいずれか早い
時期に、個⼈情報（GO の同意を得たものか否かにかかわらず、個⼈情報を複写また
は複製した場合、その複写物および複製物を含む。以下同じ。）をただちに GO に返
還しまたは引き渡すとともに、受託者のコンピュータ等に記録された個⼈情報のデー
タを完全に消去して復元不可能な状態とし、その旨を GO に書⾯にて報告しなければ
ならない。ただし、GO から別途に指⽰があるときはこれに従うものとする。 

2. 受託者は、GO の指⽰により個⼈情報が含まれる物件を廃棄するときは、個⼈情報が
判別できないよう必要な処置を施したうえで廃棄しなければならない。 

 
 
第7条 （記録） 

1. 受託者は、個⼈情報の受領、管理、使⽤、アクセス権者、提供、複製、返還および消
去についての記録を作成し、GO から要求があった場合には、当該記録を提出し、必
要な報告を⾏うものとする。 

2. 受託者は、前項の記録を各本件業務の終了後 7 年間保存しなければならない。 
 
第8条 （再委託） 

1. 受託者は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たすときは、本件業務の再委託のため
に個⼈情報を再委託先に開⽰または提供することができる。ただし、これにより受託
者の GO に対する本契約上の義務および責任は軽減または免除されない。また、GO
の事前の承諾の有無を問わず、受託者は、再委託先の⾏為⼀切について、GO および
第三者に対する責任を負うものとし、GO は、再委託先の⾏為を受託者の⾏為とみな
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して、受託者にその責任を問うことができるものとする。 
(1) 受託者は GO に対し、再委託先の名称、連絡先、再委託する業務の内容、期間な

らびに開⽰する個⼈情報の種類、内容および件数その他の事項を書⾯により報告
して、GO の事前の書⾯による承諾を得ること。 

(2) 受託者は、再委託先と個⼈情報の保護について本規程と同等以上の義務を定めた
契約を締結し、その写しを GO に提出すること。 

2. 受託者は、前項の条件を満たし、本件業務の再委託のために再委託先に個⼈情報を開
⽰または提供する際、GO の保有する個⼈情報であること、および GO の指定する利
⽤⽬的を明⽰しなければならない。 

3. 第 1 項の規定にかかわらず、GO は、再委託先が本件業務の再委託を受けた業務を遂
⾏することが適切ではないと判断したときは、その承諾を撤回することができる。こ
の場合、受託者は、当該再委託先に対して、個⼈情報を開⽰または提供してはならず、
すでに開⽰または提供した個⼈情報があるときは、受託者の責任と負担において、当
該個⼈情報を回収するとともに、第 6 条第 1 項および第 2 項の措置を講じなければな
らない。 

 
第9条 （事故） 

1. 個⼈情報に対する不正アクセスまたは個⼈情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が
発⽣したときは、当該事故の発⽣原因の如何にかかわらず、受託者は、ただちにその
旨をGOに報告し、GOの指⽰に従ってただちに応急措置を講じるものとする。なお、
当該措置を講じた後ただちに当該事故および応急措置の報告ならびに事故再発防⽌策
を書⾯により GO に提⽰しなければならない。 

2. 前項の事故が受託者の責に帰すべき事由による場合において、GO が情報主体または
GO の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、GO は受託者に対し、そ
の解決のために要した費⽤（情報主体または GO の顧客への対応費⽤、広告費⽤、損
害賠償⾦および弁護⼠費⽤を含むが、これらに限られない）を合理的な範囲で求償す
ることができる。なお、当該求償権の⾏使は、GO の受託者に対する損害賠償請求権
の⾏使を妨げるものではない 

3. 第 1 項の事故が受託者の本規程の違反に起因する場合は、受託者は、前⼆項のほか、
当該事故の拡⼤防⽌や収拾のために必要な措置について、GO の別途の指⽰に従うも
のとする。 

以上 
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【別紙 6】 
20●●年●●⽉●●⽇ 

株式会社●●御中 
 

東京都港区⿇布台⼀丁⽬ 3 番 1 号 
⿇布台ヒルズ森 JP タワー23 階 
GO 株式会社 
代表取締役社⻑ 中島 宏 

 
 

通知書 
 
 
20●●年●⽉●⽇付「電気⾃動⾞の運⾏管理およびデータ取得業務（⾞両運⾏関係）委託契
約」（以下「本契約」という）第 10 条第 2 項に基づき、本契約を以下の通り更新します。 
なお、以下の情報は本通知書発⾏時点のものであり、本通知書の対象⾞両のうち、本契約
期間中、業務内容の変更その他の理由により業務委託料が 0 円に変更となる⾞両が含まれ
る場合であっても、当該変更に関しては、本通知書の再発⾏その他の個別通知は⾏わない
ものとします。 
 
 

記 
契約期間    20●●年●●⽉●●⽇まで  
業務委託料   ⽉額●●円（税別）／台 

以上 
 
 


